
瀬戸市立瀬戸特別支援学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。   

令和３年３月２４日 

  瀬戸市教育委員会    

 教育長  横 山 彰  

瀬戸市教育委員会規則第３号 

瀬戸市立瀬戸特別支援学校学則の一部を改正する規則  

瀬戸市立瀬戸特別支援学校学則（平成２２年瀬戸市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（定員） 

第４条 高等部の定員は、３３人とする。 

 （定員） 

第４条 高等部の定員は、２４人とする。 
  

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

 


